
船舶事故調査報告書 

令和４年７月６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 転覆 

発生日時 令和３年７月１１日 ０７時０５分ごろ 

発生場所 宮城県気仙沼市大谷漁港南東方沖 

 大谷港向山防波堤灯台から真方位１４１°１.５海里付近 

 （概位 北緯３８°４７.９′ 東経１４１°３５.８′） 

事故の概要  漁船岩
いわ

貞
さだ

丸は、たこ籠の揚収作業中、転覆した。 

事故調査の経過 令和３年８月２４日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 岩貞丸、０.４トン 

 ＭＧ３－４７７４２（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 船外機に濡損 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５～１.０ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過 

 

本船は、和船型の船外機船で、船長が１人で乗り組み、水深約３０

ｍ、底質岩の漁場で、長さ約１２０ｍの幹縄に仕掛けておいたたこ
．．

籠

の西端の目印であるボンデン付近で船首を南南東方に向け、たこ籠の

揚収作業を開始した。 

船長は、右舷船首部に設置した巻揚機のそばに立って揚収作業を

行っていたところ、たこ籠が海底の岩に根掛かりした。 

船長は、最後のたこ
．．

籠だったので巻揚機を停止しなくても他端から

揚げれば根掛かりを解消できると思い、船外機を操作しようと巻揚機

を作動させたまま船尾側に移動していたとき、本船が、緊張した状態

の幹縄に引き込まれるように右舷側に傾斜して転覆した。 

船長は、転覆した本船に掴
つか

まっていたところ、付近にいた僚船に救

助された。 

本船は、別の僚船により、大谷漁港までえい
．．

航された。 

船長は、救命胴衣を着用していた。 

分析  本船は、揚収作業中、たこ籠が根掛かりした際、船長が、右舷船首

部に設置した巻揚機を作動させたまま揚収作業を継続したことから、

たこ籠の幹縄にかかる張力により引き込まれ、右舷側に傾斜して転覆

したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、揚収作業中、たこ籠が根掛かりした際、船長

が、巻揚機を作動させたまま揚収作業を継続したため、たこ籠の幹縄

にかかる張力により引き込まれ、右舷側に傾斜して転覆したものと考



えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、漁具が根掛かりした場合、速やかに巻揚機を停止するこ

と。 

 


